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「
官
報
」
第
八
六
三
〇
號 

明
治
四
十
五
年
三
月
二
十
九
日 

【
補
注
者
付
記
】 

・
送
仮
名
を
除
き
、
本
文
の
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
た
。
な
お
、
補
注
は
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
佐
藤
進
・

日
野
俊
彦
が
行
な
っ
た
。（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
九
日
補
訂
） 

・〈
孟
・
梁
惠
王
上
〉
な
ど
の
出
典
は
補
注
者
に
よ
る
も
の
で
、
原
文
に
は
な
い
。
出
典
表
記
が
無
い

も
の
は
日
本
漢
文
か
ら
の
引
用
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
検
索
の
便
が
な
く
確
認
で
き
な
か
っ
た
。 

・「
官
報
」
に
少
な
か
ら
ず
誤
植
が
見
ら
れ
る
。
で
き
る
限
り
【
注
】
で
コ
メ
ン
ト
し
た
が
、「
句
讀
法

以
下
諸
則
適
用
の
例
」
で
は
指
摘
し
て
い
な
い
。 

 

漢
文
教
授
に
關
す
る
調
査
報
告 

文
部
省
に
於
て
曩
に
文
學
博
士
服
部
宇
之
吉
外
十
人
に
漢
文
教
授
に
關
す
る
事
項
の
取
調
べ
を
嘱
託
せ
し

が
今
般
漢
文
の
句
讀
、
返
點
、
添
假
名
、
讀
方
に
關
し
左
の
通
取
調
べ
た
る
旨
文
部
大
臣
に
報
告
せ
り
（
文

部
省
） 

  

句
讀
法 

第
一 

句
讀
は
語
句
の
關
係
を
明
瞭
に
し
文
義
を
領
會
す
る
に
便
利
な
る
を
主
と
す
其
の
符
號
左
の
如
し 

 

（
イ
）
句
點 

。 

 

（
ロ
）
讀
點 

、 

 

（
ハ
）
竝
列
點 

・ 

第
二 

語
意
共
に
切
れ
た
る
時
は
句
點
を
用
ふ
其
の
例
左
の
如
し 

 

（
一
）
鳥
啼
。 

 

（
二
）
花
開
鳥
啼
。 

 

（
三
）
君
子
不
器
。 

 

（
四
）
割
鷄
焉
用
牛
刀
。 

第
三 

文
意
相
連
接
せ
る
語
句
の
間
に
區
別
を
要
す
る
時
は
讀
點
を
用
ふ
其
の
例
を
分
つ
こ
と
左
の
如
し 

（
甲
）
副
詞
的
性
質
を
有
し
て
下
文
に
連
續
す
る
語
句
の
下 

 

（
一
）
雖
有
臺
池
鳥
獸
、
豈
能
獨
樂
哉
。
〈
孟
・
梁
惠
王
上
〉 

 

（
二
）
縱
江
東
父
兄
憐
而
王
我
、
我
何
面
目
見
之
。
〈
史
・
項
羽
本
紀
〉 

 

（
三
）
苟
能
充
之
、
足
以
保
四
海
。
〈
孟
・
公
孫
丑
上
〉 

（
乙
）
形
式
よ
り
見
れ
ば
終
止
し
た
れ
と
も
意
義
よ
り
考
ふ
れ
は
下
文
に
連
續
せ
る
語
句
の
下 

 

（
一
）
事
至
而
循
循
焉
、
欲
去
之
使
他
人
任
其
責
、
則
天
下
之
禍
必
集
於
我
。〈
蘇
軾
・
鼂
錯
論
〉 

 

（
二
）
蓋
有
之
矣
、
我
未
之
見
也
。〈
論
・
里
仁
〉 

 

（
三
）
子
謂
韶
、
盡
美
矣
、
未
盡
善
也
。 

【
注 

〈
論
・
八
佾
〉
は
「
子
謂
レ

韶
、
盡
レ

美
矣
。
又
盡
レ

善
也
。
謂
レ

武
、
盡
レ

美
矣
。
未 ダ

ル

レ

盡
レ

善
也
」
に
作
る
】 
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（
丙
）
管
到
の
文
字
の
下
に
あ
る
各
語
句
の
下 

 

（
一
）
君
子
欲
訥
於
言
、
而
敏
於
行
。
〈
論
・
里
仁
〉 

（
二
）
唯
恐
耳
目
有
所
不
聞
見
、
思
慮
有
所
未
及
、
以
負
成
王
託
周
公
之
意
、
不
得
於
天
下
之
心
。 

〈
韓
愈
・
後
二
十
九
日
復
上
書
〉 

（
丁
）
排
比
せ
る
各
語
句
の
下 

（
一
）
天
下
之
大
、
萬
民
之
衆
、
王
矦
之
威
、
謀
臣
之
權
、
皆
欲
決
於
蘇
秦
之
策
。 

〈
戰
國
策
・
秦
〉 

 

（
二
）
冠
者
五
六
人
、
童
子
六
七
人
、
浴
乎
沂
、
風
乎
舞
雩
、
詠
而
歸
。
〈
論
・
先
進
〉 

（
戊
）
提
示
せ
る
語
句
の
下 

 

（
一
）
子
路
、
人
告
之
以
有
過
則
喜
。
〈
孟
・
公
孫
丑
上
〉 

（
二
）
潁
陽
東
溪
、
相
傳
巣
父
洗
耳
處
。
〈
王
愼
中
・
企
潁
亭
記
〉 

（
三
）
蟲
、
本
或
作
虫
。〈
詩
・
釋
文
〉 

（
己
）
獨
立
の
感
歎
詞
、
呼
懸
及
び
顚
倒
し
た
る
語
句
の
下 

 

（
一
）
吁
、
余
死
矣
。 

（
二
）
參
乎
、
吾
道
一
以
貫
之
。
〈
論
・
里
仁
〉 

（
三
）
來
、
予
與
汝
言
。【
注 

〈
論
・
陽
貨
〉
は
「
來
、
予
與
レ

爾
言
」
に
作
る
】 

（
四
）
何
哉
、
爾
所
謂
達
者
。
〈
論
・
顏
淵
〉 

（
五
）
子
邪
、
言
伐
莒
者
。
〈
呂
・
重
言
〉 

（
庚
）
敍
言
に
連
續
す
る
曰
、
云
等
の
字
の
下 

 

（
一
）
孟
子
曰
、
仁
之
實
、
事
親
是
也
。
義
之
實
、
從
兄
是
也
。
（
〈
孟
・
離
婁
上
〉
） 

 

（
二
）
徐
子
曰
、
仲
尼
亟
稱
於
水
曰
、
水
哉
水
哉
。
何
取
於
水
也
。
（
〈
孟
・
離
婁
上
〉） 

（
三
）
論
語
云
、
子
張
問
於
孔
子
曰
、
何
如
斯
可
以
從
政
矣
。
（〈
論
・
堯
曰
〉
） 

（
四
）
季
文
子
使
司
寇
出
諸
境
曰
、
今
日
必
達
。
〈
左
・
文
十
八
〉 

但
左
の
如
き
文
章
も
之
に
準
ず 

 

周
人
以
栗
、
曰
、
使
民
戰
栗
。
〈
論
・
八
佾
〉 

吾
聞
、
西
域
賈
胡
、
得
美
珠
、
剖
身
以
藏
之
。〈
通
鑑
・
唐
八
〉 

或
傳
、
嵩
有
田
在
亳
宋
間
、
武
人
奪
而
有
之
、
嵩
將
詣
州
訟
理
、
爲
所
殺
。 

〈
韓
愈
・
張
中
丞
傳
後
敘
〉 

余
案
、
鄭
説
是
也
。 

爾
雅
釋
天
、
春
爲
蒼
天
。 

（
辛
）
稍
ゝ
長
き
主
語
の
下 

 

（
一
）
廟
堂
之
義
、
非
草
茅
所
當
也
。
〈
漢
・
梅
福
傳
〉 

【
注 

漢
書
は
「
當
」
下
に
「
言
」
字
あ
り
】 

 

（
二
）
古
之
欲
明
明
德
於
天
下
者
、
先
治
其
國
。
〈
大
學
〉 

（
壬
）
年
時
を
示
す
語
句
の
下 

 

興
元
元
年
、
大
赦
。
〈
十
八
史
略
・
唐
德
宗
〉 
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但
年
月
日
時
を
連
記
せ
る
場
合
に
は
適
宜
讀
點
を
施
す
へ
し 

 

以
魯
襄
公
二
十
二
年
、
庚
戌
之
歳
、
十
一
月
庚
子
、
生
孔
子
於
魯
昌
平
鄕
陬
邑
。 

〈
論
語
集
注
・
序
説
〉 

（
癸
）
名
詞
の
連
續
し
て
區
別
を
要
す
る
時 

 
尚
父
、
大
尉
、
中
書
令
、
汾
陽
忠
武
王
、
郭
子
儀
卒
。〈
十
八
史
略
・
唐
德
宗
〉 

第
四 

竝
列
せ
る
名
詞
の
間
に
區
別
を
要
す
る
時
は
竝
列
點
を
其
の
中
間
に
使
用
す
其
の
例
左
の
如
し 

（
一
）
再
有
・
仲
求
可
謂
大
臣
歟
。 

【
注 

〈
論
・
先
進
〉
は
「
仲
由
・
冉
求
可
レ

謂
二

大
臣
一

與
」
に
作
る
】 

（
二
）
我
欲
伐
宗
・
膾
・
胥
敖
。〈
荘
・
齊
物
〉 

（
三
）
陶
器
産
於
尾
張
瀬
戸
・
肥
前
伊
萬
里
。 

第
五 

詩
賦
駢
體
文
は
固
有
の
體
裁
に
從
っ
て
唯
ゝ
句
點
の
み
を
施
す 

 

注 

意 

第
一 

敍
言
を
敍
事
と
區
別
せ
ん
と
欲
す
る
時
は
左
の
符
號
を
用
ふ 

 

（
イ
）
「 

」
（
單
鉤
） 

 

（
ロ
）
『 

』
（
雙
鉤
） 

第
二 

單
鉤
は
敍
事
中
の
敍
言
に
用
ひ
雙
鉤
は
敍
言
中
の
敍
言
に
用
ふ 

第
三 

文
の
段
落
を
示
さ
ん
と
欲
す
る
時
は
左
の
符
號
を
用
ふ 

 
 
 

━
┗
（
段
落
符
號
） 

  

返
點
法 

第
一 

返
點
は
顚
讀
を
容
易
な
ら
し
む
る
爲
に
施
す
も
の
と
す
其
の
符
號
左
の
如
し 

 

（
イ
）
レ
（
れ
點
） 

 

（
ロ
）
一
二
三
等 

 

（
ハ
）
上
下
又 

上
中
下 

 

（
ニ
）
甲
乙
丙
丁
等 

 

（
ホ
）
天
地
又 

天
地
人 

第
二 

レ
の
符
號
は
一
字
つ
つ
を
顚
讀
す
る
場
合
に
用
ふ 

 

玉
不
レ

琢
不
レ

成
レ

器
、
人
不
レ

學
不
レ

知
レ

道
。
〈
禮
・
學
記
〉 

第
三 

一
二
三
等

の
符
號
は
二
字
以
上
を
隔
て
て
顚
讀
す
る
場
合
に
用
ふ
但
連
續
せ
る
熟
語
を
直
讀
す
る 

場
合
に
も
用
ふ 

 

（
一
）
廣
二

公
益
一

、
開
二

世
務
一

。 

（
二
）
推
レ

恩
足
三

以
保
二

四
海
一

。〈
孟
・
梁
惠
王
上
〉 

（
三
）
蓋
有
四

以
信
三

人
性
之
善
、
天
下
無
二

不
レ

可
レ

化
之
人
一

。
〈
王
陽
明
・
象
祠
記
〉 

（
四
）
忠
臣
不
レ

事
二

二
君
一

。〈
説
苑
・
立
節
〉 

（
五
）
東
里
子
産
潤
二

飾
之
一

。【
注 

〈
論
・
憲
問
〉
は
「
東
里
子
産
潤
二

色
之
一

」
に
作
る
】 

（
六
）
欲
三

取
二

捨
之
一

。 
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（
七
）
奴
二

僕
視
之
一

。 

（
八
）
宜
二

靜
レ

心
以
書
一
レ

之
。 

（
九
）
欲
四

取
二

捨
斟
三

酌
之
一

。 
（
十
）
未
五

嘗
不
四

嘆
二

息
痛
三

恨
於
桓
靈
一

也
。
〈
諸
葛
亮
・
出
師
表
〉 

第
四 

上
下
又 

上
中
下
の
符
號
は
前
二
種
の
符
號
を
用
ひ
た
る
以
外
更
に
顚
讀
す
る
場
合
に
用
ふ 

（
一
）
此
謂
下

國
不
二

以
レ

利
爲
一
レ

利
、
以
レ

義
爲
上
レ

利
也
。
〈
大
學
〉 

（
二
）
如
下

負
二

千
鈞
一

而
行
上

。
〈
蘇
軾
・
論
積
缺
六
事
〉 

（
三
）
此
爲
下

捐
二

虚
名
一

、
而
收
中

實
利
上

也
。
〈
蘇
軾
・
論
積
缺
六
事
〉 

第
五 

甲
乙
丙
丁
等

の
符
號
は
前
三
種
の
符
號
を
用
ひ
た
る
以
外
更
に
顚
讀
す
る
場
合
に
用
ふ
但
一
二
三
等 

の
符
號
を
用
ひ
た
る
以
外
に
尚
上
中
下
三
箇
の
符
號
に
て
足
ら
さ
る
場
合
に
は
直
に
此
の
符
號
を
用
ふ 

る
こ
と
を
得 

 

（
一
）
甚
非
乙

所
下

以
勸
二

奨
忠
臣
一

、
慰
中

答
民
心
上

之
義
甲

。〈
蘇
軾
・
表
忠
觀
碑
〉 

（
二
）
謂
丙

不
下

以
二

衆
人
一

待
中

其
身
上

而
以
二

聖
人
一

望
乙

於
人
甲

。〈
韓
愈
・
原
毀
〉 

（
三
）
誠
宜
戊

有
三

以
奉
二

其
職
一

、
使
丁

四
方
後
代
、
知
丙

朝
廷
有
二

直
言
骨
鯁
之
臣
一

、
天
子
有
乙

不
二

僣 

賞
一

、
從
レ

諌
如
レ

流
之
美
甲

。〈
韓
愈
・
爭
臣
論
〉 

第
六 

天
地
又 

天
地
人
の
符
號
は
前
四
種
の
符
號
を
用
ひ
た
る
以
外
更
に
顚
讀
す
る
場
合
に
用
ふ 

 

使
人

籍
誠
不
乙

以
下

蓄
二

妻
子
一

、
憂
中

飢
寒
上

亂
甲
レ

心
、
有
二

錢
財
一

以
濟
地

醫
藥
天

、
其
盲
未
レ

甚
、
庶
復

見
二

天
地
日
月
一

。〈
韓
愈
・
代
張
籍
與
李
淛
東
書
〉 

  

注 

意 

第
一 

左
の
場
合
に
は
返
り
點
を
施
さ
す 

 

（
一
）
所
謂
（
い
は
ゆ
る
） 

（
二
）
加
之
（
し
か
の
み
な
ら
ず
） 

（
三
）
就
中
（
な
か
ん
づ
く
） 

（
四
）
云
爾
（
し
か
い
ふ
） 

第
二 

使
、
敎
、
遣
等
を
再
讀
す
る
場
合
に
は
初
讀
の
符
號
を
施
さ
す 

 
 

能
使
二

枉
者
直
一

。
〈
論
・
顏
淵
〉 

  

添
假
名
法 

第
一 

送
假
名
は
左
の
三
項
の
場
合
を
除
く
外
は
國
語
調
査
委
員
會
に
て
定
め
た
る
送
假
名
法
の
本
則
に

準
據
す 

（
甲
）
受
身
の
助
動
詞
に
該
当
す
る
漢
字
に
は
全
部
假
名
を
附
す 

 
 

（
一
）
爲ル
二

人
殺サ
一

。
【
注 

「
人
ニ

」
の
よ
う
に
送
仮
名
「
ニ
」
が
必
要
】 

 
 

（
二
）
以
レ

讒
不
レ

見ラ
レ

レ

信セ

。
〈
歐
陽
脩
・
王
彦
章
畫
像
〉 

 
 

（
三
）
國
武
子
之
所
二

以
見 レ

シ

一
レ

殺 サ

二

於
齊
一

也
。
〈
韓
愈
・
爭
臣
論
〉 

（
乙
）
也
を
「
ヤ
」、
者
を
「
ハ
」、
與
を
「
ヨ
リ
」
と
訓
す
る
場
合
に
は
各
ゝ
全
部
假
名
を
附
し
由
、
自
、
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從
を
「
ヨ
リ
」
と
訓
す
る
場
合
に
は
最
後
の
一
音
を
附
す 

 
 

（
一
）
由
也ヤ

果
。
〈
論
・
雍
也
〉 

（
二
）
韓
信
者 ハ

淮
陰
人
也
。〈
史
・
淮
陰
侯
列
傳
〉 

（
三
）
禮
與 ヨ

リ

二

其
奢
一

也
寧
儉
。
〈
論
・
八
佾
〉 

（
四
）
由 リ
二

堯
舜
一

至
二

於
湯
一

、
五
百
有
餘
歳
。
〈
孟
・
盡
心
下
〉 

（
丙
）
送
假
名
法
第
八
則
に
擧
け
た
る
以
外
の
二
音
の
副
詞
と
雖
も
送
假
名
を
附
す
る
を
便
利
と
す
る
場

合
に
は
最
後
の
一
音
を
附
す
る
こ
と
あ
る
へ
し 

 
 

（
一
）
家
故ト

武
人
。 

（
二
）
將 タ

爲
二

君
子
一

焉
、
將 タ

爲
二

小
人
一

焉
。〈
孟
・
滕
文
公
上
〉 

【
注 

孟
子
は
「
將 タ

爲
二

野
人
一

焉
」
に
作
る
】 

（
三
）
唯ダ

恐
レ

有
レ

聞
。
〈
論
・
公
冶
長
〉 

（
四
）
雖
二

小
國
一

、
猶ホ

不
レ

危
レ

之
也
。
〈
韓
非
・
外
儲
説
左
上
〉 

第
二 

添
附
し
て
讀
む
へ
き
語
は
送
假
名
の
形
と
し
て
記
す
へ
し
【
注 

傍
線
部
、
原
文
は
丸
で
囲
む
】 

（
一
）
柳
ハ

綠
。 

萬
死
モ

猶
輕
。
〈
韓
愈
・
潮
州
刺
史
謝
上
表
〉 

有
二

姓
楠
ト
イ
フ

者
一

。 

（
二
）
有
二
ラ
バ

伊
尹
之
志
一

。〈
孟
・
盡
心
上
〉 

到
二
ル
マ
デ

成
德
一

。 

人
豈
信
レ
ゼ
ン
ヤ

之
。〈
張
治
道
・ 

答
薛
君
采
書
〉 

（
三
）
禮
義
之
重
キ
コ
ト

如
レ

之
。 

任
重
ク
シ
テ

道
遠
。〈
後
漢
書
・
祭
遵
傳
〉 

（
四
）
紛
紛
タ
ル

落
花
。 

最
大
ナ
ル

帝
國
。 

父
父
タ
リ

子
子
タ
リ

。〈
易
・
家
人
〉 

（
五
）
近
ゴ
ロ

聞
。
或
ヒ
ト

曰
。 

（
六
）
家
ゝ

給
人
ゝ

足
。
〈
史
・
商
君
傳
〉 

（
七
）
斥
ケ
ラ
レ
テ

不
レ

得
レ

立
。〈
韓
愈
・
答
元
侍
御
書
〉 

詔
二

德
明
一

來
取
ラ
シ
ム

。〈
歐
陽
脩
・
太
尉
王

文
正
公
神
道
碑
銘
〉 

第
三 

時
を
區
別
す
る
に
は
左
の
語
を
用
ふ 

 
 

（
イ
）
リ 

 

賊
既
平
定
セ
リ

。 

後
遂
爲
二
レ
リ

大
儒
一

。 

（
ロ
）
タ
リ 

 

負
レ

石
而
自
沈
二
ミ
タ
リ

於
廬
水
一

。〈
莊
・
讓
王
〉 

（
ハ
）
キ 

 

耕
而
不
レ
リ
キ

顧
。
〈
莊
・
天
地
〉 

（
ニ
）
タ
リ
キ 

 

至
則
既
死
シ
タ
リ
キ

矣
。 

（
ホ
）
ン 

 

顧
反
爲
レ

女
殺
レ
サ
ン

彘
。〈
韓
非
・
外
儲
説
左
上
〉 

第
四 

時
を
示
す
語
は
句
末
に
の
み
附
し
長
文
に
あ
り
て
は
最
後
の
句
末
の
外
之
を
省
く
こ
と
あ
る
へ
し 

 

（
一
）
俄
失
レ

火
、
鄕
里
共
救
レ

之
、
幸
而
得
レ
タ
リ

息
。〈
十
八
史
略
・
西
漢
宣
帝
〉 
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（
二
）
客
有
下

教
三

燕
王
爲
二

不
死
之
道
一

者
上

、
王
使
二

人
學
一
レ

之
。
所
レ

使
レ

學
者
未
レ

及
レ

學
、
而
客
死
、

王
大
怒
誅
レ
セ
リ

之
。〈
韓
非
・
外
儲
説
左
上
〉 

第
五 

敬
語
に
は
左
の
語
を
用
ふ
但
敬
語
は
敍
言
敍
に
論
無
く
我
が
帝
室
に
關
す
る
場
合
の
外
に
は
之
を

用
ひ
さ
る
も
の
と
す 

 

（
イ
）
タ
マ
フ 

 
  

（
一
）
淺
原
爲
賴
入
レ

宮
爲
レ

亂
。
天
皇
避
二
ケ
タ
マ
フ

之
春
日
殿
一

。 

 

（
二
）
皇
后
親
爲
二
リ
タ
マ
フ

神
主
一

。 

 

（
三
）
秋
八
月
、
皇
太
子
加
二
ヘ
タ
マ
フ

元
服
一

。 

 
 
 
 

但
重
複
の
場
合
に
は
「
ル
」
又
は
「
ラ
ル
」
を
代
用
す
る
こ
と
あ
る
へ
し 

 
 
 
 

天
皇
聰
明
、
能
辨
二
ジ
タ
マ
フ

大
體
一

。
嘗
改
二

正
セ
ラ
レ

歷
代
諡
號
一

、
又
追
二

贈
和
氣
淸
麿
一 

以
二
テ
セ
ラ
ル

正
一
位
一

。
自
二

外
國
事
起
一

以
來
、
專
覃
二

聖
猷
于
皇
基
一

、
其
所
下

以
爲
二

社 

稷
一

計
畫
上
シ
タ
マ
フ

者
、
至
深
遠
。 

 

（
ロ
）
タ
テ
マ
ツ
ル 

 
 
 
 （

一
）
正
成
至
二

兵
庫
一

迎
レ
ヘ
タ
テ
マ
ツ
ル

駕
。 

 
 
 
 （

二
）
天
皇
顧
二

深
須
一

曰
、
汝
何
不
下

戴
二

天
恩
一

、
以
期
中

私
榮
上

。
深
須
心
欲
レ

脱
二
シ
タ
テ
マ
ル
ラ

ン
ト

天
皇
一

、
而
憚
二

松
井
在
一
レ

後
不
レ

果
。 

第
六 

敬
語
の
疊
出
す
る
場
合
に
は
便
宜
を
省
く
こ
と
あ
る
へ
し 

 
 
 

后
篤
信
レ

佛
、
建
二

檀
林
寺
一

、
置
二
キ
タ
マ
フ

比
丘
尼
持
律
者
一

。 

第
七 

將
、
宜
、
猶
、
當
、
未
等
再
讀
す
へ
き
文
字
に
は
初
讀
の
送
假
名
を
右
傍
に
再
讀
の
送
假
名
を
左
傍

に
記
す
へ
き 

 

（
一
）
子
將ニ

ス
二

奚
先
一

。
〈
論
・
子
路
〉 

（
二
）
宜シ

ク

シ
レ

鑑
二

于
殷
一

。
〈
詩
・
文
王
〉 

（
三
）
文
猶 ホ

キ
レ

質
也
、
質
猶 ホ

キ
レ

文
也
。
〈
論
・
顏
淵
〉 

（
四
）
理
當 ニ

シ
二

與
謀
而
後
命
一
レ

之
。 

（
五
）
吾
未ダ

ル
レ

見
レ

之
也
。 

 
 
 

但
使
、
教
等
は
左
の
例
に
準
す 

 

能
使

 

ム

二

枉

者

 

ヲ
シ
テ

直
一

。（
返
點
法
注
意
第
二
參
照
） 

  

注 

意 

第
一 

已
矣
哉
又
は
已
焉
哉
の
已
を
「
ヤ
ン
ヌ
ル
」
と
讀
み
可
謂
の
謂
を
「
イ
ヒ
ツ
」
と
讀
む
場
合
は
從

來
の
習
慣
に
從
ふ 

  

讀
方 

第
一 

地
名
人
名
等
に
し
て
從
來
特
殊
の
讀
方
あ
る
も
の
は
之
に
從
ひ
且
成
る
へ
く
地
理
歷
史
科
に
於

け
る
讀
方
と
聯
絡
を
保
た
し
む
へ
し 
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酈
食 イ

其 

尼
父 ホ 

可 コ
ク

汗 

冒 ボ
ク

頓 ト
ツ 

忽
必
烈

フ

ビ

ラ

イ 

鐡
木
眞

テ

ツ

ム

ジ

ン 

明 ミ
ン 

淸 シ
ン 

上
海

シ
ャ
ン
ハ
イ 

西
藏

チ
ベ
ツ
ト 

僕
射 ヤ

の
類 

第
二 

從
來
呉
音
に
し
て
讀
む
習
慣
あ
る
も
の
は
之
に
從
ふ 

 
 
 

五
經

キ
ヤ
ウ 

 

地
圖 ヅ 

 

行 ア
ン

宮 
 

杜 ズ

撰 サ
ン

の
類 

 
 

第
三 
意
義
に
よ
り
て
音
を
異
に
す
る
文
字
と
雖
も
混
用
久
し
く
し
て
習
慣
と
な
れ
る
も
の
は
之
に
從

ふ  
 

射
利 

 

畜
生 

正
音 
セ
キ
リ 

 

キ
ク
シ
ヤ
ウ 

 

慣
用
音 

シ
ヤ
リ 

 

チ
ク
シ
ヤ
ウ 

第
四 

康
煕
字
典
の
音
と
異
な
り
た
る
も
の
と
雖
も
慣
用
の
久
し
き
も
の
は
之
に
從
ふ 

 
 

不 
浮 

派 

話 

輸 

剳 

茶
の
類 

 
 

正
音 

ホ
ツ 

ヒ
ウ 
ハ
イ 

ク
ワ
イ 

シ
ユ 

タ
フ 

タ 

 
 

ヒ
ウ 

ハ
ウ 

 

慣
用
音 

フ 

フ 

ハ 

ワ 

ユ 

サ
ツ 

サ 

 
 

 
 

 
 

 
 

チ
ヤ 

第
五 

意
義
を
害
せ
さ
る
限
り
助
詞
は
之
を
省
き
て
讀
む
へ
し
其
の
例
左
の
如
し 

 

（
一
）
夫
子
之
道
、
忠
恕
而 ○

已 ノ
ミ

矣 ○

。
〈
論
・
里
仁
〉 

 

（
二
）
汝
得
レ

人
焉○

爾○

乎カ

。
〈
論
・
雍
也
〉【
注 

「
汝
」
多
く
は
「
女
」
に
作
る
】 

 

（
三
）
子
謂
レ

韶
、
盡

 

ク
セ
リ

レ

美
矣
、
又
盡

 

ク
セ
リ

レ

善
也
。
〈
論
・
八
佾
〉 

 

（
四
）
雖
レ

欲
レ

從
レ

之
、
未

 
 

キ

レ

由
也○

已ノ
ミ

。
〈
論
・
子
罕
〉 

 

（
五
）
寡
人
之
於
レ

國
、
盡
レ

心
焉○

耳ノ
ミ

矣○

。
〈
孟
・
梁
惠
王
上
〉 

 

（
六
）
已

 

ン
ヌ
ル

焉○

哉カ
ナ

、
天
實
爲
レ

之
、
謂
二

之
何
一

哉
。〈
詩
・
家
人
〉 

左
の
如
き
場
合
に
は
省
讀
の
限
り
に
あ
ら
す 

 

（
一
）
因
以
誇
二

於
田
夫
野
老
一

云
爾

シ
カ
イ
フ

。
〈
歐
陽
脩
・
内
製
集
序
〉 

 

（
二
）
天
下
之
利
莫
レ

大
レ

焉コ
レ
ヨ
リ

。 

 

（
三
）
人
之
過
哉ヤ

、
各
於
二

其
黨
一

。
〈
論
・
里
仁
〉 

 

（
四
）
麻
冕
禮
也ナ

リ

。
〈
論
・
子
罕
〉 

第
六 

熟
語
の
意
譯
し
て
讀
む
習
慣
あ
る
も
の
は
之
に
從
ふ 

 

無
寧

ム

シ

ロ 
 
 

一

任

サ
モ
ア
ラ
バ
ア
レ 
 
 

聞
説

キ
ク
ナ
ラ
ク 

 
 

就
使

タ

ト

ヒ

の
類 

第
七 

將
、
宜
、
猶
、
當
、
使
、
未
等
の
文
字
は
之
を
再
讀
す 

（
添
假
名
法
第
八
に
例
出
つ
） 
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句
讀
法
以
下
諸
則
適
用
の
例
【
注 

「
官
報
」
の
誤
植
を
訂
正
し
て
い
な
い
】 

 
義
貞
軍

 
 

シ
二

兵
庫
一

、

飛

 
 

バ
シ
テ

レ

書
告

 

ゲ

レ

急

 

ヲ

、
朝
廷
震
動

 

ス

。
時

 

ニ

北
畠
顕
家
已

 

ニ

歸

 

リ

レ

鎭

 

ニ

、
京
師
兵
寡

 

シ

。
帝

命

 

ジ
タ
マ
ヒ

二

正 

成

 

ニ

一

、
行

 

キ
テ

援
 

ケ
シ
ム

二

義
貞

 

ヲ

一

。
正
成
奏

 

シ
テ

曰

 

ク

、
尊
氏
新

 

ニ

擧

 

ゲ
テ

二

九
國

 

ヲ

一

而
來

 

ル

、
其

 

ノ

鋒
甚

 

ダ

鋭

 

シ

。
我
以

 

テ

二

疲
兵

 

ヲ

一

格
鬪

 

シ

、 

無

 

ク
バ

二

他

 

ノ

奇
道
一

、
其

 

ノ

敗

 

レ
ン
コ
ト

必

 

セ
リ

矣
。

爲

 

サ
ン
ニ
ハ

二

今

 

ノ

計

 

ヲ

一

者
、
陛
下
復

 

タ

幸

 

シ
二

叡
山

 

ニ

一

、
召

 

シ

二

還
義

シ
タ
マ
ヒ

貞

 

ヲ

一

、
縦チ

テ

レ

賊

 

ヲ 

入

 

ラ
シ
メ

二

京
師

 

ニ

一

、
而

 

シ
テ

臣
 

ハ

歸

 

リ
二

河
内

 

ニ
一

、
絶

 

タ
バ

二

其

 

ノ

糧
道

 

ヲ

一

、
賊
兵
日

 

ニ

散

 

ジ

、
我
兵
日

 

ニ

聚

 

ラ
ン

。
於

 

テ

レ

是

 

ニ

夾

 

ミ
テ

而
攻

 

メ
バ

レ

之

 

ヲ

、 

可

 

キ

二

一
戰

 

シ
テ

而
破

 

ル

一

也
。
義
貞
之
計

 

モ

、
蓋

 

シ

亦
出

 

デ
ン

レ

此

 

ニ

。
顧

 

フ
ニ

慮

 

ル

二

人
言

 

ヲ
一

耳
。
戰

 

ノ

道

 

ハ

非

 

ズ

レ

一

 

ニ

、
要

 

ハ

歸

 

ス
ル
ノ
ミ

二

於
勝

 

ニ

一

。 

願

 

ハ
ク
ハ

朝
廷
再

 

ビ

計

 

レ
ト

レ

之

 

ヲ

。
諸
公
卿
皆

然

 

リ
ト
ス

レ

之

 

ヲ

。
獨

 

リ

參
議
藤
原
淸
忠
不

 

シ
テ

レ

可

 

カ

曰

 

ク

、
賊
雖

 

モ
二

衆

盛

 

ナ
リ
ト

一

、
不

 

ラ
ン

レ

過

 

ギ

レ 

如

 

キ
ニ

二

前
役

 

ノ

一

。
王
師
有

 

リ

二

天
命
一

、
宜

 
ク

キ
レ

防

 

グ

二

之

 

ヲ

外

 

ニ

一

也

 

ト

。
帝

從

 

ヒ
タ
マ
フ

レ

之

 

ニ

。
正
成
退

 

キ
テ

謂

 

ヒ
テ

二

子
弟

 

ニ

一

曰

 

ク

、
事
已

 

ニ 

至

 

レ
リ

レ

此

 

ニ

、
何

 

ゾ

必

 

ズ
シ
モ

抗
議

 

セ
ン

。
五
月
十
六
日
、
與
二

弟
正
季
・
子
正
行
等
一

、
辭

 

シ
テ

レ

闕

 

ヲ

而
西

 

シ

、
至

 

ル
二

櫻
井
驛

 

ニ

一

。 

正
行
時

 

ニ

年
十
一
矣
。
正
成
遣

 

リ

二

歸

 

シ

之

 

ヲ

河
内

 

ニ
一

、
誡

 

メ
テ

レ

之

 

ヲ

曰

 

ク

、
汝
雖

 

モ

レ

幼

 

ナ
リ
ト

、
已

 

ニ

過

 

ギ
タ
リ

二

十
歳

 

ヲ

一

、
猶

 

ホ

能

 

ク

記

 

セ
ン

二

吾

 

ガ 

言

 

ヲ

一

。
今
日
之
役

 

ハ

、
天
下
安
危

 

ノ

所

 

ナ
リ

レ

決

 

ス
ル

。
意

 

フ
ニ

吾
不

 
ラ
ン

二

復

 

タ

見
一
レ

汝

 

ヲ

也
。
汝
聞

 

カ
バ

二

吾
已

 

ニ

戰

死

 

セ
リ
ト

一

矣
、
則

 

チ 

天
下
盡

 

ク

歸

 

セ
ン
コ
ト

二

足
利
氏

 

ニ

一

可

 

キ

レ

知

 

ル

也
。
愼

 

ミ
テ

勿

 

レ

下

計
二

較
 

シ

禍
福

 

ヲ

一

、
嚮

 

ヒ

レ

利

 

ニ

忘

 

レ

レ

義

 

ヲ

、
以

 

テ

廢

 

ス
ル

中

乃
父
之
忠

 

ヲ

上

。
苟

 

モ 

使メ
バ

三

我
之
族

隷

 

ニ
シ
テ

、
而
有

 

ラ

二

一
人

 

ノ

存

 

ス
ル

者
一

、
則

 

チ

率

 

井
テ

以

 

テ

守

 

リ

二

金
剛
山

 

ノ

舊
趾

 

ヲ

一

、
以

 

テ

レ

身

 

ヲ

殉

 

シ

レ

國

 

ニ

、
有

 

リ
テ

レ

死
無

 

レ
レ

他

 

ア
ル

。 

汝

 

ノ

所
二

以

 

ハ

報

 

ユ
ル

一
レ

我

 

ニ

、
莫

 

シ

レ

大

 

ナ
ル
ハ

二

於
此

 

ヨ
リ

一

。
因

 

リ
テ

以

 

テ

下

帝

 

ノ

所

 

ノ

二

嘗

 

テ

賜
 

ヒ
シ

一

寶
刀

 

ヲ

上

授

 

ケ
テ

レ

之

 

ヲ

、
訣
別

 

ス

。
正
行
請

 

フ

二 

從

 

ヒ
テ

共

 

ニ

死

 

セ
ン
ト

一

。
正
成
叱

 

シ
テ

レ

之

 

ヲ

起

 

タ
シ
ム

。
正
行
揮

 

ヒ
テ

レ

涙

 

ヲ

而
去

 

レ
リ

。
（
日
本
外
史
巻
五
楠
氏
） 

 

余

在

 

ル
コ
ト

レ

攝

 

ニ

既

 

ニ

浹
辰
、
遂

 

ニ

將

 

ニ

ス
レ

入

 

ラ
ン
ト

レ

京

 

ニ

。
久

 

シ
ク

聞

 

キ

三

箕
面
之
勝
、

冠

 

タ
ル
ヲ

二

於
畿
甸

 

ニ

一

、
謀

 

ル

二

迂
路
過

觀

 

セ
ン
コ
ト
ヲ

一

。 

二
十
七
日
下
午
、
發

 

シ

二

大
阪

 

ヲ

一

、
東
北
渡

 

リ
二

長
柄
川

 

ヲ

一

、

行

 

ク
コ
ト

五
里
、
至

 

ル

二

山
下

 

ニ
一

。
盤
廻

 
シ
テ

而
上

 

レ
バ

、
則

 

チ

淨
境 

別

 

ニ

開

 

ケ

、
淸
溪
奔
駛

 

シ

、
紅
欄
橋
架

 

ス

焉
。
此

 

ノ

間
竹
經
松
緯
、
一
往
幽
折
、
心
甚

 

ダ

樂

 

ム
レ

之

 

ヲ

。
但
日
昏

黑

 

ニ
シ
テ

、
寺 

門

閉

 

ヂ
タ
リ

矣
。
投
二

宿

 

ス

門
前

 

ノ

茶
店

 

ニ

一

。
背

 

ハ

即

 

チ

溪

 

ニ
シ
テ

、
終
夜
有

 

リ

レ

聲
、
琅

然

 

ト
シ
テ

到

 

ル

レ

枕

 

ニ

。
明
旦
門
開

 

ク

。
至

 

ル

二

觀
音
堂

 

ニ

一

。 

稍

 

ゝ

前

 

メ
バ

、
左
右

 

ニ

有

 

リ

レ

磴
。
左

 

ヲ

爲

 

シ
二

行
者
堂

 

ト

一

、
右

 

ヲ

爲

 

ト
一

辨
天
宮

 

ト

一

、
竝

 

ニ

宏
麗

 

ナ
リ

。
合

 

セ
二

名

 

ツ
ケ
テ

之

 

ヲ

一

曰

 

フ

二

瀧
安
寺

 
ト

一

。 

滿
山
皆
楓
、
爛

然

 

ト
シ
テ

飽

 

キ
レ

霜

 

ニ

、
色
如

 

ク

二

渥
丹

 

ノ

一

、
綺
二

錯

 

ス

水
巖
之
間

 

ニ

一

。
時

 

ニ

有

 

リ
二

墜
錦
一

點

 

ジ
レ

波

 

ニ

、
杳

然

 

ト
シ
テ

流

 

レ

去
 

ル

。 

談

 

ズ
ル

者
多

 

ク
ハ

言

 

フ

三

其

 

ノ

勝
在

 

リ
ト

二

高
雄
之
上

 

ニ

一

、
意

 

フ
ニ

然

 

ラ
ン

。
出

 

デ

二

後
門

 

ヲ

一

、
沿

 

ヒ
テ

レ

徑

 

ニ

而
行

 

ク

。
楓
盡

 

キ
テ

松
來

 

リ

、
水

竆

 

マ
リ
テ 

石
出

 

ヅ

。
有

 

リ
二

巨
巖
一

竦
峙

 

シ

、
大

 

イ
サ

如

 

シ

二

夏
屋

 

ノ

一

。
曰

 

フ

二

唐
人
戻

 

ト

一

。
戻
之
爲

 

ル
レ

言
反
也
。
相
傳

 

フ

、
昔
有

 

リ

二

外
國
人
一

、 

來
遊

 

シ
テ

至

 

リ
レ

此

 

ニ

、
畏

 

レ
テ

レ

險

 

ヲ

反

 

リ

去

 

ル

、
故

 

ニ

名

 

ヅ
ク
ト

。
更

 

ニ

進

 

メ
バ

、
聞

 

ク

三

大
聲
鞺

鞳

 

ト
シ
テ

震

 

フ
ヲ

二

山
谷

 

ニ

一

。
徑
轉

 

ジ
テ

、
望
三

見 

瀑
布

 

ノ

掛

 

ル
ヲ

二

絶
壁

 

ニ

一

。
長

 

サ

可

 

バ
カ
リ

二

二
百
尺
一

。
濆
珠
飛

 

ブ

レ

空

 

ニ

。
跳
擲

 

シ
テ

而
下

 

リ

、
至

 

リ
テ

二

潭
底

 

ニ

一

、
復

 

タ

逆
上

 

シ

、
輒

 

チ

轟
然 

雷
動

 

ス

。
有

 

リ

二

一
佛
堂
一

面

 

ス

レ

瀑

 

ニ

。
登

 

リ
テ

観

 

ル

焉
。
凜
然
魄
悸

 

シ

、
不

 

シ
テ

レ

能

 

ハ
二

久

 

シ
ク

留

 

マ
ル
コ
ト

一

而
去

 

ル

。
聞

 

ク

、
近
畿

 

ノ

瀑
布

 

ハ

、 

以

 

テ

二

那
智

 

ヲ

一

爲

 

シ

二

第
一

 

ト

一

、
此

 

ノ

瀑
亞

 

グ
ト

レ

之

 

ニ

。
想

 

フ
ニ

當

 

ニ

シ
レ

然

 

ル

。
且
此

 

ノ

瀑

 

ノ

直
下

 

シ
テ

、
略

 

ボ

不

 

ル
ハ

二

遲
囘

 

セ
一

、

比

 

ス
レ
バ

二

之

 

ヲ 

布
曳
瀑ノ

曲
折

 

シ
テ

而
下

 

ル

者

 

ニ
一

、
其

 

ノ

勝
各ゝ

異

 

ナ
リ

。
曲

 

ナ
ル

者

 

ハ

委
蛇
著

 

ク
レ

態

 

ヲ

、
小
品
之
文
也
。
直

 

ナ
ル

者

 

ハ

奔
放
駕

 

ス
レ

勢

 

ニ

、
大
篇 

之
文
也
。
或

 

ハ

謂

 

フ

、
文

 

ハ

貴

 

ビ
テ

レ

曲

 

ヲ

而
賤

 

ム
ト

レ

直

 

ヲ

、
非

 

ル
二

通
論

 

ニ
一

也
。
余
觀

 

テ

二

二
瀑

 

ヲ

一

、
知

 

レ
リ

三

文

 

ニ

有

 

ル
コ
ト
ヲ

二

大
小
之
別
一

矣
。 

自

 

リ

二

堂
右
一

躡

 

ミ
テ

レ

磴

 

ヲ

而
上

 

リ

、
出

 

ヅ

二

瀑
頂

 

ニ

一

。
頂
凹

 

ミ
テ

蓄

 

フ
ル
コ
ト

レ

碧

 

ヲ

方
三
丈
。
上
流

 

ヨ
リ

灌
注

 

シ

、
底

深

 

ク
シ
テ

不
レ

測

 

ラ
レ

。 

蓋
瀑
之
源
也
。
從

 

リ

二

後
門
一

至

 

ル
マ
デ

レ

此

 

ニ

、
凡

 

ソ

十
八
町
。
又
一
里

許

 

ニ
シ
テ

、
至

 

ル
二

勝
尾
寺

 

ニ

一

。
中
堂

 

ニ

安

 

ン
ズ

二

觀
音
大 
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士

 

ヲ

一

。
爲

 

リ

二

西
國
三
十
三
所
之
一
一

。
出

 

デ
二

前
門

 

ヲ

一

、

下

 

ル
コ
ト

レ

阪

 

ヲ

五
十

町

 

ニ
シ
テ

、
至

 

リ

二

郡
山

 

ニ

一

、
遂

 

ニ

北
上

 

シ
テ

入

 

ル

レ

京

 

ニ

。 

數
日
往

 

キ
テ

遊

 

ブ

二

高
雄
及
東
福
寺

 

ニ
一

。
兩
地
之
楓
、
冠

 

タ
リ

二

於
都
下

 

ニ

一

、
號

 

シ
テ

稱

 

ス
う

二

勝
區

 

ト

一

。

然

 

レ
ド
モ

余
終

 

ニ

不
レ

能

 

ハ

レ 

忘
 

ル
ル
コ
ト

二

箕
面
之
勝

 

ヲ

一

矣
。
（
齋
藤
正
謙
遊
箕
面
山
遂
入
京
記
） 

  

士
之
特
立
獨
行
、
適

 

ス
ル

二

於
義

 

ニ
一

而

已

 

ニ
シ
テ

、
不

 

ル
ハ

レ

顧

 

ミ

二

人
之
是
非

 

ヲ
一

、
皆
豪
傑
之
士
、

信

 

ズ
ル
コ
ト

レ

道

 

ヲ

篤

 

ク
シ
テ

而
自

 

ラ 

知

 

ル
コ
ト

明

 

ラ
カ
ナ
ル

者
也
。
一
家

非

 

ト
ス
ル
モ

レ

之

 

ヲ

、
力
行

 

シ
テ

而
不

 

ル

レ

惑

 

ハ

者

 

ニ

寡

 

シ

矣
。

至

 

リ
テ
ハ

二

於
一
國
一
州

非

 

ト
ス
ル
モ

レ

之

 

ヲ

、
力
行

 

シ
テ

而 

不

 

ル

レ

惑

 

ハ

者

 

ニ

一

、
蓋
天
下
一
人
而
已
矣
。
若

 

シ

至

 

リ
テ
ハ

二

於
舉
世

非

 

ト
ス
ル
モ

レ

之

 

ヲ

、
力
行

 

シ
テ

而
不

 

ル

レ

惑

 

ハ

者

 

ニ

一

、
則

 

チ

千
百
年

 

ニ

乃

 

チ

一 

人
而
已
耳
。
若

 

キ

二

伯
夷

 

ノ

一

者

 

ハ

、
窮

 

メ
二

天
地

 

ヲ
一

、
亘

 

リ
テ

二

萬
世

 

ニ
一

、
而
不

 

ル

レ

顧

 

ミ

者
也
。
昭
乎

 

タ
ル

日
月

 

モ

、
不
レ

足

 

ラ

レ

為

 

ス
ニ

レ 

明

 

ラ
カ
ナ
リ
ト

、
崒
乎

 

タ
ル

泰
山

 

モ

、
不
レ

足

 

ラ

レ

為
 

ス
ニ

レ

髙

 

シ
ト

、
巍
乎

 

タ
ル

天
地

 

モ

、
不

 

ル

レ

足

 

ラ

レ

為

 

ス
ニ

レ

容

 

ル
ト

也
。
當

 

リ
テ

二

殷
之
亡

 

ビ

、
周
之 

興

 

ル
ニ

一

、
微
子ハ

賢
也
、
抱

 

キ
テ

二

祭
器

 

ヲ

一

而
去

 

レ
リ

レ

之
 

ヲ

。
武
王
周
公

 

ハ

聖
也
、
從

 

ヘ
テ

三

天
下
之
賢
士

 

ト

、
與

 

ヲ
二

天
下
之
諸
侯
一

、 

而
往

 

キ
テ

攻

 

メ
タ
ル
ニ

レ

之

 

ヲ

、
未

 

ダ
ル
二

嘗

 

テ

聞

 

カ

一
レ

有

 

ル
ヲ

二

非
 

ト
セ
ル

レ

之

 

ヲ

者
一

也
。
彼

 

ノ

伯
夷
叔
齊
者 ハ

、
乃

 

チ

獨

 

リ

以

 

テ

為

 

セ
リ

二

不
可

 

ト

一

。
殷 

既

 

ニ

滅

 

ビ

矣
、
天
下
宗

 

ト
ス

レ

周

 

ヲ

、
彼

 

ノ

二
子

 

ハ

乃

 

チ

獨

 

リ

耻

 

ヂ

レ

食
 

フ
ヲ

二

其
 

ノ

粟

 

ヲ

一

餓
死

 

シ
テ

而
不

 

リ
キ

レ

顧

 

ミ

。
由

 

リ
テ

レ

是

 

ニ

而
言

 

ヘ
バ

、
夫

 

レ

豈

 

ニ

有

 

リ
テ

レ 

求

 

ム
ル
コ
ト

而
為

 

サ
ン

哉
。

信

 

ズ
ル
コ
ト

レ

道

 

ヲ

篤

 

ク
シ
テ

、
而
自

 

ラ

知

 

ル
コ
ト

明

 

ラ
カ
ナ
レ
バ

也
。
今
世
之
所
謂
士
者ハ

、
一
凡
人

譽

 

ム
レ
バ

レ

之

 

ヲ

、
則

 

チ 

自

 

ラ

以

 

テ

為

 

ン

レ

有

 

リ
ト

レ

餘

 

リ

、
一
凡
人
沮

 

メ
バ

レ

之

 

ヲ

、
則

 

チ

自

 

ラ

以

 

テ

為

 

ス

レ

不

 

ト

レ

足
 

ラ

。
彼
獨

 

リ

非

 

ト
シ

二

聖
人

 

ヲ

一

、
而

 

シ
テ

自

 

ラ

是

 

ト
ス
ル
コ
ト

如

 

シ
レ

此

 

ノ

。 

夫

 

レ

聖
人

 

ハ

乃

 

チ

萬
世
之
標
凖
也
。
予
故

 

ニ

曰

 

ク

、
若

 

キ
二

伯
夷

 

ノ

一

者

 

ハ

、
特
立
獨
行
、
窮

 

メ

二

天
地

 

ヲ

一

、
亘

 

リ
テ

二

萬
世

 

ニ

一

、
而
不

 

ル

レ 

顧

 

ミ

者
也
。
雖

 

モ
レ

然

 

リ
ト

微

 

リ
セ
バ

二

二
子
一

、
亂
臣
賊
子
、
接

 

セ
ン

二

迹

 

ヲ

于
後
世

 

ニ

一

矣
。
（
韓
愈
伯
夷
頌
） 

                      

（
＊
更
新
２
） 


